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マイナ保険証をご利用ください

▶▶「資格情報のお知らせ」交付について

▶▶マイナ保険証をご利用ください

健康保険証は、2024年12月2日をもって新規発行が廃止となり、マイナ保険証を提示して受診することが原則とな
ります。既存の健康保険証は1年間の猶予期間が設けられ、最長で2025年12月1日までは使用可能ですが、12月2日
以降は完全にマイナ保険証での受診に切り替わります。

ご自身の資格情報（マイナンバー下4桁を含む）をご確認の上、安心してマイナ保険証をご利用いただけるよう、加入
者全員の「資格情報のお知らせ」をMY HEALTH WEBに掲載します(2024年10月下旬)。
※掲載日は健保ホームページにてご確認いただけます。また、ご登録メールアドレス宛にもご案内いたします。

初めての医療機関でも、特定健診や
薬剤・診療情報が医師と共有でき、
より適切な医療を受けられる
※受診時に本人が同意した場合のみ

限度額適用認定証がなくても、高額
療養費制度に基づき、限度額を超える
医療費の立替払いが不要に
※受診時に本人が同意した場合のみ

現行の健康保険証と比べ、
初診料や調剤管理料等が
安くなる

●マイナ保険証のメリット

▼MY HEALTH WEB登録はこちらから

医療情報の共有化で
質のいい医療が受けられる

手続きなしで
高額な窓口負担が不要に 医療費を節約できる

2024年12月2日に健康保険証廃止

※マイナ保険証をお持ちでない方は、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示すると保険診療を受けることができます。一部の方には申請が
なくとも健保から交付されます。

入社直後など、マイナ保険証で受診の際に現在の資格確認ができない場合は、医療機関窓口にて「被保険者資格申
立書」に記入することで保険診療を受けることができます。
※健保にて加入者情報登録が完了するまでに5日ほどかかります（マイナンバーのお届出がない場合は8日）。 
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マイナ保険証って何？
健康保険証利用登録の済んだ
マイナンバーカードのことだよ。
⇒登録方法は次のページ！

▶▶健康保険証の廃止について

ご自身の資格情報をいつでもご確認いただけるようになります。
登録がお済みでない方はこの機会にお済ませください。

https://phio-oauth.mhweb.jp/oauth/login?response_type=code&client_id=NTQxMDI4ZjY3Y2E3ZTNh&redirect_uri=https%3A%2F%2Fphio.mhweb.jp%2Flogin%2Fcallback
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▶▶マイナ保険証での医療機関・薬局の受付方法

「マイナポータルアプリ」の
インストールが必要となります。

ご自身のスマートフォンに「マイナ
ポータルアプリ（申請用アプリ）」を
ダウンロード後、画面の指示に従って
操作・登録してください。 

●スマホから登録する ●セブン銀行ATM
　で登録する

●医療機関・薬局の
　顔認証付きカードリーダー
　で登録する

マイナンバーカードを医
療機関や薬局にお持ち
いただき、顔認証付き
カードリーダーの画面 
を操作して登録して
ください。

近くの
コンビニで
できるんだ！

登録して
すぐに
使えるよ♪

スマホで
どこでも
登録できる！

ATM画面の「各種お手続
き」＞「マイナンバーカード
の健康保険証利用の申込
み」ボタンを押し、画面の
指示に従って操作・登録して
ください。

iPhone Android

顔認証つきカード
リーダーにマイナン
バーカードを置く。

カードリーダーのカメラで顔認
証または暗証番号を入力して、
本人確認。

「薬剤情報の閲覧」
「特定健診情報の閲覧」の
同意確認。

▲顔認証

暗証番号を
入力してください。

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

▲暗証番号確認

カードを
預けない
から安心

マイナンバーカードは毎回受診時に持参して受付します！

2 3

限度額情報を提供し
ますか。

提供する

提供しない

▲限度額情報

あッという
間に

受付完了！

or

1 「限度額情報の閲覧」
の同意確認。4

▲薬剤情報

（40歳以上対象）
過去の健診情報を当
機関に提供することに
同意しますか。
この情報はあなたの
診察や健康管理のため
に使用します。

同意する
同意しない・40歳未満の方

▲特定健診情報

過去のお薬情報を当
機関に提供することを
同意しますか。
この情報はあなたの
診察や健康管理のため
に使用します。

同意する
同意しない

受け取り

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、登録が必要です。※以下から選択

申請 詳しくはこちら

マイナンバーカード
総合サイト

❶ハガキが届く
❷受け取りにいく

スマホから パソコンから 証明写真機
から

郵送

マイナンバーカードがない方はマイナンバーカードを取得

マイナンバーカードがある方は健康保険証利用登録

オンライン申請

※以下から選択

へ

2

2
1 2 3

※初めて（資格変更後を含む）マイナ保険証を利用する場合は、ご自身の加入者情報がシステムに正しく登録されているか「マイナポータル」で
確認をお願いいたします。
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マイナ保険証で受診するための準備

https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AB/id1476359069
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.cas.mpa&hl=ja&pli=1

